
◇ 　平成22年分の年末調整のための所得税額の速算表 《5ぺ一ジ》

◇ 　平成22年分の配偶者特別控除額の早見表 《5ぺ一ジ》

◇ 　平成22年分の年末調整等のための給与所得控除後の 《6ぺ一ジ》

給与等の金額の表 (所得税法別表第五)

◇ 　平成22年分の配偶者控除額、扶養控除額、基礎控除額 《15ぺ一ジ》

及び障害者等の控除額の合計額の早見表

　　　※　この冊子は、平成22年4月1日現在の所得税法等関係法令の規定に基づいて作成

　

源泉所得税の納付に当たっては、インターネットを利用したe-Tax

年末調整の手順と税額の速算表等

平 成 22 年 分

☆☆源泉所得税の納付は電子納税で!!☆☆

さい。

　　　　　してあります。

（イータックス）をご利用になると便利です。

e-Taxをはじめてご利用になる場合は、e-Taxホームページからオン

ラインで開始届出書を提出してください（書面でも提出できます。）。

なお、源泉所得税の納付などの電子納税に限ってe-Taxをご利用にな

る場合には、電子証明書は不要となっています。

詳しくは、e-Taxホームページ【www.e-tax.nta.go.jp】をご覧くだ
イータ君

この冊子は、年の途中で平成22年分の給与について年末調整

を行う場合に使用します。
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Ⅰ　年の中途で行う年末調整の対象となる人

途)に年末調整を行うことになります。

①  年の中途で死亡退職した人 　退職の時

② 　退職の時

　　

③ 　退職の時

④ 　退職の時

　　

　　

⑤ 　非居住者となった時

　　

　　 をいいます。)

Ⅱ　平成22年分の年末調整の手順
　平成22年分の年末調整は、次の手順 (1～8) により行います。

1 本年分の給与の総額の計算

　　　

　　算することになります。

　　　

2 給与所得控除後の給与等の金額の計算

　　　

　　 (６ぺージ参照)により、その年中の給与等の金額に応じて給与所得控除後の給与等の金額を求めます。

3 各種保険料等の控除額の計算

　　　

　　保険料等の控除額は、次の表に掲げるところにより計算します。

本年中に支払を受ける給与の総額が103万円以下である人(退職後本年

「給与所得者の保険料控除申告書」に基づき、各種保険料等の控除額を求めます。この場合、各種

「平成22年分の年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」 (所得税法別表第五)

中に他の勤務先等から給与の支払を受けると見込まれる人を除きます。）

年の中途で、海外の支店へ転勤したことなどの理由により、非居住者

となった人（非居住者とは、国内に住所も1年以上の居所も有しない人

 支払った掛金の全額 (給与から控除した小規模企業共済等掛金の金額も含まれます。)
 等掛金控除
 小規模企業共済

区　　　　分 控　　　　　　　　　　　除　　　　　　　　　　　　額

らみて、本年中に再就職ができないと見込まれる人

 12月中に支給期の到来する給与の支払を受けた後に退職した人

年末調整に当たっては、まず、年末調整の時までに支払の確定した平成22年分の給与の総額を計

 支払った保険料の全額 (給与から控除した社会保険料の金額も含まれます。)社会保険料控除

年末調整は、原則として給与の支払者に「給与所得者の扶養控除等（異動）申告書」（以下「扶養控除

等申告書」といいます。) を提出している人について、その年最後に給与の支払をする時に行うことになっ

ていますので、通常は12月に行うこととなりますが、次に掲げる人については、それぞれ次の時期（年の中

著しい心身の障害のため年の中途で退職した人で、その退職の時期か

いわゆるパートタイマーとして働いている人などが退職した場合で、

年　の　中　途　で　行　う　年　末　調　整　の　対　象　と　な　る　人 年末調整を行う時期
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4　扶養控除等の控除額の合計額の計算

　　「扶養控除等申告書」に基づき、扶養控除等の控除額の合計額を求めます。

　を使って求めると便利です。

控　　除　　額区　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　分

　支払った保険料が25,000円
　以下の場合

支払った保険料の全額

支払った保険料
×　＋12, 500円

の金額の合計額

支払った保険料
の金額の合計額

　支払った保険料が50,001円
　から100,000円までの場合

老 人 控 除 対 象 配 偶 者

一 般 の 控 除 対 象 配 偶 者
配　偶　者　控　除

830,00０円

730,000円

480,000円

380,000円

　同居特別障害者である
　控除対象配偶者

一般の控除対象配偶者

老 人 控 除 対 象 配 偶 者

区　　　分

生命保険料控除

　支払った保険料が100,001円
　以上の場合

それぞれについて
別枠で控除

　上記により計算した金額が
　50,001円以上の場合

地震保険料と旧長期損害保険
料についてそれぞれ上記①及
び②により求めた金額の合計
額が50,000円以下の場合

　支払った保険料が20,001円
　以上の場合

　支払った保険料が10,001円
　から20,000円までの場合

③
支払った保険料が地
震保険料と旧長期損
害保険料との両方で
ある場合(注)

②
支払った保険料が旧
長期損害保険料だ
けの場合（注）

①
支払った保険料が地
震保険料だけの場
合(注)

控　　　　　　　　　除　　　　　　　　　額

　支払った保険料が10,000円
　以下の場合

　支払った保険料が50,001円
　以上の場合

　支払った保険料が50,000円
　以下の場合

×　＋25, 000円

　支払った保険料が25,001円
　から50,000円までの場合

一律に50,000円

一般の生命保険料
又　　は

個人年金保険料

地震保険料控除

支払った保険料
×　　＋5, 000円

の金額の合計額

一律に15,000円

一律に50,000円

支払った保険料の全額

その合計額の全額

一律に50,000円

支払った保険料の全額

配偶者控除額、扶養控除額、基礎控除額及び障害者等の控除額の合計額の早見表」(15ぺージ参照)

平成18年12月31日までに締結した長期損害保険契約等に係る損害保険料 (旧長期損害保険料)

を支払った場合に、上記②及び③の区分に応じて計算した金額となります。

一つの損害保険契約等が、地震等損害により保険金や共済金が支払われる損害保険契約等と

長期損害保険契約等のいずれの契約区分にも該当する場合には、選択によりいずれか一方の契約

区分にのみ該当するものとして、地震保険料控除の控除額を計算します。

(注) 1

2

扶養控除等の控除額は、次の表に掲げるとおりですが、これらの控除額の合計額は、「平成22年分の

2
1
－

4
1
－

2
1
－
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5　配偶者特別控除額の計算

　きには配偶者特別控除は受けられません。

          

2

3

6　課税給与所得金額の計算

　控除等の控除額の合計額及び5で求めた配偶者特別控除額を控除し、課税給与所得金額を求めます。

　ます。

930,000円

270,000円

380,000円

400,000円

270,000円

350,000円

270,000円

控　　除　　額

同 居 老 親 等 以 外 の 者

同 居 老 親 等

630,000円

480,000円

580,000円

特 別 の 寡 婦

380,000円

　同居特別障害者である
　扶養親族

730,000円

980,000円

270,000円

同老親等以外の老人扶養親族

特 定 扶 養 親 族

一 般 の 扶 養 親 族

830,00０円

基 礎 控 除

区　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　分

一 般 の 扶 養 親 族

特 定 扶 養 親 族

同 居 老 親 等

寡 夫 控 除

　老　人　扶　養　親　族

一 般 の 障 害 者

特 別 障 害 者

一 般 の 寡 婦

　2で求めた給与所得控除後の給与等の金額から3で求めた各種保険料等の控除額、4で求めた扶養

なお、この課税給与所得金額に1,000円未満の端数があるときは、その1,000円未満の端数は切り捨て

注意してください。

「配偶者控除」を受けている場合には、「配偶者特別控除」の適用を受けることができませんので

所得者本人の所得が給与所得だけの場合、本年中の給与の収入金額が12,315,790円を超えるとき

は、合計所得金額が1,000万円を超えることとなります。

配偶者の所得が給与所得だけの場合は、本年中の給与の収入金額が103万円以下のとき又は141

万円以上であるとき、また、配偶者の所得が公的年金等に係る雑所得だけの場合は、本年中の公的

　　(注) 1

年金等の収入金額が年齢65歳以上の人については158万円以下のとき又は196万円以上であると

き、年齢65歳未満の人については108万円以下のとき又は1,513,334円以上であるときは、配偶者特

別控除は受けられません。

扶 養 控 除

障 害 者 控 除

寡 婦 控 除

「給与所得者の配偶者特別控除申告書」に基づき、配偶者特別控除額を求めます。配偶者特別控除

額は、配偶者の合計所得金額に応じて計算することになっていますので、実務上は、「平成22年分の配

偶者特別控除額の早見表」(5ぺージ参照)を使って求めると便利です。なお、所得者本人の合計所得

金額が1,000万円を超える場合や、配偶者の合計所得金額が38万円以下のとき又は76万円以上のと

勤 労 学 生 控 除
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7　「算出年税額」と「年調年税額」の計算

　ジ参照) の「税額」欄の算式に従って「算出年税額」を求めます。

　出年税額から更にその(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額を控除し、「年調年税額」を求めます。

　ま年調年税額となります。

　　また、この「年調年税額」に100円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てます。

8　過不足額の精算

　比べて過不足額を求め、その精算を行います。

　額 (不足額) はその不足となった人から徴収することになります。

　[参　考]　

　　　　　　　　と次のようになります。

所得控除額の合計額

過不足額
の精算

「平成22年分
の年末調整
のための所
得税額の速
算表」を使用

課税給与

所得金額

給与所得控

除後の給与

等の金額

 ○社会保険料控除額
 ○小規模企業共済等掛
 　金の控除額
 ○生命保険料の控除額
 ○地震保険料の控除額

 ○配偶者控除額
 ○配偶者特別控除額
 ○扶養控除額
 ○障害者等の控除額
 ○基礎控除額

算出年税額
(特定増改築等)
住宅借入金等
特別控除額

年調年税額
本年中の源
泉徴収税額
の合計額

7で求めた「年調年税額」と毎月の給料や賞与から源泉徴収した本年中の源泉徴収税額の合計額とを

本年中の源泉徴収税額の合計額が「年調年税額」より多いときはその差額 (過納額) はその過納と

なった人に還付し、また、本年中の源泉徴収税額の合計額が「年調年税額」より少ないときは、その差

年末調整により「年調年税額」を求め、過不足額の精算を行うための計算の流れを図示する

6で求めた課税給与所得金額に応じ、「平成22年分の年末調整のための所得税額の速算表」(5ぺー

この場合、(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の適用を受ける人については、上記により求めた算

なお、(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の適用を受けない人については、算出年税額がそのま

－ ＝

－ ＝ →→
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○ 「平成22年分　給与所得に対する所得税源泉徴収簿」の記載例

「　 」欄…… 「 　」欄の金額から
「　 」欄の金額を控
除した金額
108,959円 － 35,100円
　＝ 73,859円

以下
　〃
　〃
　〃
　〃

(注)　1　課税給与所得金額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てます。
　　　 2　課税給与所得金額が16,920,000円を超える場合は、年末調整の対象となりません。

(注)　
　　

平成22年分の年末調整のための所得税額の速算表

26万円
21万円
16万円

380，000円以下の場合は、配偶者特別控除の適用はありません。

380，001円～399，999円
400，000円～449，999円
450，000円～499，999円

平成22年分の配偶者特別控除額の早見表

控除額

31万円

700，000円～749，999円
750，000円～759，999円

760,000円～

11万円
6万円
3万円
0万円

配偶者の合計所得金額

650，000円～699，999円

500，000円～549，999円
550，000円～599，999円
600，000円～649，999円

23%
1,536,000円　

636,000円　

38万円
36万円

税額＝（A）×（B）－（C）

97,500円　
3,300,000円〃
6,950,000円〃

33%

20%

9,000,000円〃

6,950,000円
9,000,000円

16,920,000円

1,950,000円
3,300,000円

1,536,000円　

控除額（C）

（A） × 10% -
（A） × 20% -
（A） × 23% -

427,500円　
97,500円　

（A） × 33% -

（A） × 5%    

427,500円　
636,000円　

　「配偶者控除」を受けている場合には、「配偶者特別控除」の適用を受
けることができませんので注意してください。

課税給与所得金額（A） 税率（B）

5%
10%1,950,000円超
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(一)
平成22年分の年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表

(～2,171,999円)
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(二) (2,172,000円～2,771,999円)
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(三) (2,772,000円～3,371,999円)
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(四) (3,372,000円～3,971,999円)
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(五) (3,972,000円～4,571,999円)
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(六) (4,572,000円～5,171,999円)
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(七) (5,172,000円～5,771,999円)
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(八) (5,772,000円～6,371,999円)
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(九)

　　の金額とします。

(6,372,000円～20,000,000円)

（備考） 給与所得控除後の給与等の金額を求めるには、その年中の給与等の金額に応じ、まず、この表

の「給与等の金額」欄の該当する行を求め、次にその行の「給与所得控除後の給与等の金額」欄に記

載されている金額を求めます。この金額が、その給与等の金額についての給与所得控除後の給与等の

金額です。この場合において、給与等の金額が6,600,000円以上の人の給与所得控除後の給与等の金

額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額をもってその求める給与所得控除後の給与等
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平成22年分の配偶者控除額、扶養控除額、基礎控除額及び障害者等の
控除額の合計額の早見表

1人につき

1人につき

左の一に該当
するとき　　 各

1人につき

1人につき

1人につき

◎　控除額の合計額は、「①」欄及び「②」欄により求めた金額の合計額となります。
◎　この表には、配偶者特別控除額は含まれていません。

(注) 1 「①」欄の控除額には、基礎控除額 380,000円が含まれています。

2 「②」欄のイからトの控除額は次のようになっています。

 (1) 「イ」欄の750,000円…

者控除額（特別障害者）400,000円を合計した金額

 (2) 「ロ」欄の400,000円… 障害者控除額（特別障害者）の 400,000円

 (3) 「ハ」欄の270,000円…

額又は勤労学生控除額の 270,000円

 (4) 「ニ」欄の350,000円… 寡婦控除額（特別の寡婦）の 350,000円

 (5) 「ホ」欄の200,000円… 扶養親族が同居老親等に該当する場合の扶養控除額の割増額 200,000円

（580,000円－380,000円）

 (6) 「ヘ」欄の250,000円… 扶養親族が特定扶養親族に該当する場合の扶養控除額の割増額 250,000円

（630,000円－380,000円）

 (7) 「ト」欄の100,000円…

合の扶養控除額の割増額 100,000円（480,000円－380,000円）

控除対象配偶者又は扶養親族が同居特別障害者に該当する場合の配偶者

控除額又は扶養控除額の割増額 350,000円（730,000円-380,000円）と障害

障害者控除額（一般の障害者）、寡婦控除額（一般の寡婦）若しくは寡夫控除

控除対象配偶者が老人控除対象配偶者に該当する場合の配偶者控除額

の割増額又は扶養親族が同居老親等以外の老人扶養親族に該当する場

1 0 0 ，0 0 0    

控除対象配偶者及び扶養親族の数に応じた控除額

7 5 0 ，0 0 0    

4 0 0 ，0 0 0    

2 7 0 ，0 0 0    

3 5 0 ，0 0 0    

同居老親等に当たる人がいる場合

同居特別障害者に当たる人がいる場合

同居特別障害者以外の特別障害者に当たる （人がいる）場合

7　　　　　人

1 ，1 4 0 ，0 0 0    

特定扶養親族に当たる人がいる場合

　6人を超える1人につき 380，000円
　を 2,660，000円に加えた金額

5　　　　　人

2 5 0 ，0 0 0    

2　　　　　人

3　　　　　人

ロ

イ

6　　　　　人 2 ，6 6 0 ，0 0 0    

2 0 0 ，0 0 0    

1 ，5 2 0 ，0 0 0    

1 ，9 0 0 ，0 0 0    

2 ，2 8 0 ，0 0 0    

一般の障害者、一般の寡婦、寡夫又は勤労学生に当たる（人
がいる）場合

所得者本人が特別の寡婦に当たる場合

人　　　　　数

な　　　　　し

1　　　　　人

4　　　　　人

人　　　　　数

3 8 0 ，0 0 0    

7 6 0 ，0 0 0    

控　　　　　　除　　　　　　額控　　　　　　除　　　　　　額

老人控除対象配偶者又は同居老親等以外の老人扶養親族
に当たる人がいる場合

障
害
者
等
が
い
る
場
合

の
控
除
額
の
加
算
額

ハ

ニ

ホ

ヘ

ト

円 円

①

②
円

円

円

円

円

円

円
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